
改正の概要改正の概要改正の概要改正の概要    

「施工体制の適正化」に関する事務取扱要領（№40） 

 

１１１１    建設業法施行令の改正に伴うもの建設業法施行令の改正に伴うもの建設業法施行令の改正に伴うもの建設業法施行令の改正に伴うもの（令和６年政令第３６６号）（令和６年政令第３６６号）（令和６年政令第３６６号）（令和６年政令第３６６号）    

  下記①②の関係条項（第３条第１項）及び関係様式（現場代理人届、工事作

業所災害防止協議会施工体系図、工事現場等における施工体制の点検票）の改

正をする。（山口県の同様の改正に合わせるもの） 

 

①主任技術者等の現場専任が必須となる工事 

【旧】請負金額4,000万円（建築一式工事は8,000万円）以上 

【新】請負金額4,500万円（建築一式工事は9,000万円）以上 

 

②監理技術者の配置が必要になる等の制約がある工事は、 

【旧】下請総額4,500万円（建築一式工事は7,000万円）以上 

【新】下請総額5,000万円（建築一式工事は8,000万円）以上 

 

 

２２２２    外国人建設就労者受入事業の終了に伴うもの外国人建設就労者受入事業の終了に伴うもの外国人建設就労者受入事業の終了に伴うもの外国人建設就労者受入事業の終了に伴うもの    

外国人建設就労者受入事業に伴い、県等が外国人建設就労者の従事の状況を

施工体制台帳から削除したことより、県等と同様に関係様式（施工体制台帳、

再下請通知書）及び関係作成要領（別記１施工体制台帳作成要領、別記２再下

請通知書作成要領）の改正をする。 

 

    

３３３３    施行期日施行期日施行期日施行期日  

令和７年２月１日 

  

 



新旧対照表 

「施工体制の適正化」に関する事務取扱要領(No.40) 

新 旧 

 

(施工体制の点検等) 

2 省略 

 

（工事現場等における施工体制の点検等） 

3  工事担当課長は契約の適正な履行を確認するため、主任監督員を

定め監督員の指導及び施工体制の点検を「工事現場等における施工

体制の点検票」により行わせるものとする。（様式第５号） 

 (1)点検対象工事は、請負金額4,54,54,54,500000000万円万円万円万円（建築一式工事は9999,000,000,000,000万万万万

円円円円）以上の工事とし、施工中１回以上実施する。ただし、工事担当

課長が必要と認めた場合はこの限りではない。 

(2)～(5)  省略 

 

様式第１号 現場代理人等選任届    

 表面最下部 

  ２２２２    現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、他の工事契約現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、他の工事契約現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、他の工事契約現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、他の工事契約

の現場代理人、主任技術者又は監理技術者と兼務する場合や、の現場代理人、主任技術者又は監理技術者と兼務する場合や、の現場代理人、主任技術者又は監理技術者と兼務する場合や、の現場代理人、主任技術者又は監理技術者と兼務する場合や、

営業所技術者等と職務を兼ねる場合は、「山口市現場代理人等営業所技術者等と職務を兼ねる場合は、「山口市現場代理人等営業所技術者等と職務を兼ねる場合は、「山口市現場代理人等営業所技術者等と職務を兼ねる場合は、「山口市現場代理人等

取扱要領」及び「山口市発注の工事における技術者の配置等取扱要領」及び「山口市発注の工事における技術者の配置等取扱要領」及び「山口市発注の工事における技術者の配置等取扱要領」及び「山口市発注の工事における技術者の配置等

について」に規定する現場代理人及び配置技術者の要件を満について」に規定する現場代理人及び配置技術者の要件を満について」に規定する現場代理人及び配置技術者の要件を満について」に規定する現場代理人及び配置技術者の要件を満

たしていることを確認するための資料を求められた場合は、たしていることを確認するための資料を求められた場合は、たしていることを確認するための資料を求められた場合は、たしていることを確認するための資料を求められた場合は、

  

(施工体制の点検等) 

2 省略 

 

（工事現場等における施工体制の点検等） 

3  工事担当課長は契約の適正な履行を確認するため、主任監督員を

定め監督員の指導及び施工体制の点検を「工事現場等における施工

体制の点検票」により行わせるものとする。（様式第５号） 

 (1)点検対象工事は、請負金額4,04,04,04,000000000万円万円万円万円（建築一式工事は8888,000,000,000,000万万万万

円円円円）以上の工事とし、施工中１回以上実施する。ただし、工事担当

課長が必要と認めた場合はこの限りではない。 

(2)～(5)  省略 

 

様式第１号 現場代理人等選任届    

表面最下部 

２２２２    現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、他の工事契約現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、他の工事契約現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、他の工事契約現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、他の工事契約    

の現場代理人、主任技術者又は監理技術者と兼務する場合の現場代理人、主任技術者又は監理技術者と兼務する場合の現場代理人、主任技術者又は監理技術者と兼務する場合の現場代理人、主任技術者又は監理技術者と兼務する場合

や、営業所技術者等と職務を兼ねる場合は、「山口市現場等や、営業所技術者等と職務を兼ねる場合は、「山口市現場等や、営業所技術者等と職務を兼ねる場合は、「山口市現場等や、営業所技術者等と職務を兼ねる場合は、「山口市現場等    

について」に規定する現場代理人及び配置技術者の要件を満について」に規定する現場代理人及び配置技術者の要件を満について」に規定する現場代理人及び配置技術者の要件を満について」に規定する現場代理人及び配置技術者の要件を満    

たしていることを確認するための資料を求められた場合は、たしていることを確認するための資料を求められた場合は、たしていることを確認するための資料を求められた場合は、たしていることを確認するための資料を求められた場合は、    

配置技術者の資格・工事経験調書配置技術者の資格・工事経験調書配置技術者の資格・工事経験調書配置技術者の資格・工事経験調書((((様式任意様式任意様式任意様式任意))))又は配置技術者又は配置技術者又は配置技術者又は配置技術者    



配置技術者の資格・工事経験調書配置技術者の資格・工事経験調書配置技術者の資格・工事経験調書配置技術者の資格・工事経験調書((((様式任意様式任意様式任意様式任意))))又は配置技術者又は配置技術者又は配置技術者又は配置技術者

に関する資格者証及び雇用関係等証明資料添付書に関する資格者証及び雇用関係等証明資料添付書に関する資格者証及び雇用関係等証明資料添付書に関する資格者証及び雇用関係等証明資料添付書((((様式任意様式任意様式任意様式任意))))

を添付すること。（条件付一般競争入札の場合において、落札を添付すること。（条件付一般競争入札の場合において、落札を添付すること。（条件付一般競争入札の場合において、落札を添付すること。（条件付一般競争入札の場合において、落札

決定後に提出し決定後に提出し決定後に提出し決定後に提出した資料により要件が確認できる場合は、添付た資料により要件が確認できる場合は、添付た資料により要件が確認できる場合は、添付た資料により要件が確認できる場合は、添付

を省略可能とする。）を省略可能とする。）を省略可能とする。）を省略可能とする。）    

 

裏面最上部 

営業所技術者営業所技術者営業所技術者営業所技術者等等等等    

の氏名の氏名の氏名の氏名    

 

注注注注    県内にある建設県内にある建設県内にある建設県内にある建設業業業業法上の営業所における営業所技術者又は特定法上の営業所における営業所技術者又は特定法上の営業所における営業所技術者又は特定法上の営業所における営業所技術者又は特定

営業所技術者を全て記入営業所技術者を全て記入営業所技術者を全て記入営業所技術者を全て記入すること。すること。すること。すること。    

 

裏面中段の注書の部分 

注 １ この届の対象この届の対象この届の対象この届の対象となる工事の工期と重複する工事についとなる工事の工期と重複する工事についとなる工事の工期と重複する工事についとなる工事の工期と重複する工事につい

て、請負金額の大小を問わず記入すること。また、記入欄て、請負金額の大小を問わず記入すること。また、記入欄て、請負金額の大小を問わず記入すること。また、記入欄て、請負金額の大小を問わず記入すること。また、記入欄

が不足する場合は、別紙としてよい。が不足する場合は、別紙としてよい。が不足する場合は、別紙としてよい。が不足する場合は、別紙としてよい。 

２２２２    この届の対象となる工事の工期と重複する工事についてこの届の対象となる工事の工期と重複する工事についてこの届の対象となる工事の工期と重複する工事についてこの届の対象となる工事の工期と重複する工事について    

記入すること。記入すること。記入すること。記入すること。 

  ２２２２ 他の建設工事は、公共工事か民間工事かは民間工事かは民間工事かは民間工事かは問わない。     

            また、元請か下請かは問わない。 

 

 

 

不足不足不足不足                                            する場合は、別紙としてよい。する場合は、別紙としてよい。する場合は、別紙としてよい。する場合は、別紙としてよい。 

に関する資格者証及び雇用関係等証に関する資格者証及び雇用関係等証に関する資格者証及び雇用関係等証に関する資格者証及び雇用関係等証            明資料添付書明資料添付書明資料添付書明資料添付書((((様様様様    

任意任意任意任意                                                        ))))を添を添を添を添        付すること。付すること。付すること。付すること。    

    （条件いて、（条件いて、（条件いて、（条件いて、提出資提出資提出資提出資によりによりによりにより                                            要件が確要件が確要件が確要件が確    きる場合きる場合きる場合きる場合

は、添付を省略可能とよりは、添付を省略可能とよりは、添付を省略可能とよりは、添付を省略可能とより                                            要件が確要件が確要件が確要件が確    きる場きる場きる場きる場

合は、添付を省略可能と合は、添付を省略可能と合は、添付を省略可能と合は、添付を省略可能と    

 

裏面最上部 

営業所の専任技術者の氏名営業所の専任技術者の氏名営業所の専任技術者の氏名営業所の専任技術者の氏名     

 

注注注注    県内にある建設法上の営業所における営業所技術者又は特定営県内にある建設法上の営業所における営業所技術者又は特定営県内にある建設法上の営業所における営業所技術者又は特定営県内にある建設法上の営業所における営業所技術者又は特定営    

業所技術者を全て記入業所技術者を全て記入業所技術者を全て記入業所技術者を全て記入すること。すること。すること。すること。    

 

裏面中段の注書の部分 

注 １ この届は、請負金額の大小に関係なく提出すること。この届は、請負金額の大小に関係なく提出すること。この届は、請負金額の大小に関係なく提出すること。この届は、請負金額の大小に関係なく提出すること。  

   て、請負金額の大小を問わず記入すること。また、記入欄て、請負金額の大小を問わず記入すること。また、記入欄て、請負金額の大小を問わず記入すること。また、記入欄て、請負金額の大小を問わず記入すること。また、記入欄

が不足する場合は、別紙としてよい。が不足する場合は、別紙としてよい。が不足する場合は、別紙としてよい。が不足する場合は、別紙としてよい。 

  ２２２２    この届の対象となる工事の工期と重複する工事についてこの届の対象となる工事の工期と重複する工事についてこの届の対象となる工事の工期と重複する工事についてこの届の対象となる工事の工期と重複する工事について

記入すること。記入すること。記入すること。記入すること。    

  ３３３３ 他の建設工事は、公共工事か      どうかどうかどうかどうかを問わない。

民間工事も含む。また、元請か下請かは問わない。 

  ４                    主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任でを現場ごとに専任でを現場ごとに専任でを現場ごとに専任で

置く必要がある置く必要がある置く必要がある置く必要がある工事は、請負金額が 4,000 万円（建築一式

工事の場合 8,000 万円）以上のものである。    

        ５５５５    建設業法第２６条第３項ただし書の適用を受ける監理技建設業法第２６条第３項ただし書の適用を受ける監理技建設業法第２６条第３項ただし書の適用を受ける監理技建設業法第２６条第３項ただし書の適用を受ける監理技 



不足する場合は、別紙とし不足する場合は、別紙とし不足する場合は、別紙とし不足する場合は、別紙とし                                    てよい。てよい。てよい。てよい。 

不足する場合は、別紙不足する場合は、別紙不足する場合は、別紙不足する場合は、別紙                                    としてよい。としてよい。としてよい。としてよい。 

不足する場合は不足する場合は不足する場合は不足する場合は                                    、別紙としてよい。、別紙としてよい。、別紙としてよい。、別紙としてよい。 

よよよよ    い。い。い。い。 

不足不足不足不足                        する場合は、別紙としてよい。する場合は、別紙としてよい。する場合は、別紙としてよい。する場合は、別紙としてよい。 

不不不不    足する場合は、別紙としてよい。足する場合は、別紙としてよい。足する場合は、別紙としてよい。足する場合は、別紙としてよい。 

不足する場合は、別紙としてよい。不足する場合は、別紙としてよい。不足する場合は、別紙としてよい。不足する場合は、別紙としてよい。 

  ３３３３ 省略 

４ 専任専任専任専任の主任技術者又は監理技術者の配置を要する工事

は、請負金額が 4,4,4,4,555500000000 万円万円万円万円（建築一式工事の場合 9999,000,000,000,000 万万万万

円円円円）以上のものである。 

７７７７    監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写しを以下監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写しを以下監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写しを以下監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写しを以下

に貼付すること。主任技術者、監理技術者補佐、専門技術者に貼付すること。主任技術者、監理技術者補佐、専門技術者に貼付すること。主任技術者、監理技術者補佐、専門技術者に貼付すること。主任技術者、監理技術者補佐、専門技術者

及び請負金額が及び請負金額が及び請負金額が及び請負金額が 8,0008,0008,0008,000 万円未満の建築一式工事で監理技万円未満の建築一式工事で監理技万円未満の建築一式工事で監理技万円未満の建築一式工事で監理技            

術者資格者証の交付を受けていない監理技術者にあっては、術者資格者証の交付を受けていない監理技術者にあっては、術者資格者証の交付を受けていない監理技術者にあっては、術者資格者証の交付を受けていない監理技術者にあっては、

次のものを添付すること。次のものを添付すること。次のものを添付すること。次のものを添付すること。    

            ①①①①    資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、免許証資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、免許証資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、免許証資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、免許証

など）など）など）など）    

        ②②②②    元請との雇用関係を証するものの写し（健康保険被保険元請との雇用関係を証するものの写し（健康保険被保険元請との雇用関係を証するものの写し（健康保険被保険元請との雇用関係を証するものの写し（健康保険被保険

者証、住民税特別徴収税額通知書等）者証、住民税特別徴収税額通知書等）者証、住民税特別徴収税額通知書等）者証、住民税特別徴収税額通知書等）    

    ８８８８    「営業所の専任技術者の氏名」は、山口県内にある建設業「営業所の専任技術者の氏名」は、山口県内にある建設業「営業所の専任技術者の氏名」は、山口県内にある建設業「営業所の専任技術者の氏名」は、山口県内にある建設業

法上の営業所における専任技術者を全て記入すること。法上の営業所における専任技術者を全て記入すること。法上の営業所における専任技術者を全て記入すること。法上の営業所における専任技術者を全て記入すること。 

 

 

術者（以下「特例監理技術者」という。）を配置する場合は、術者（以下「特例監理技術者」という。）を配置する場合は、術者（以下「特例監理技術者」という。）を配置する場合は、術者（以下「特例監理技術者」という。）を配置する場合は、

監理技術者補佐を専任で配置すること。また、特例監理技監理技術者補佐を専任で配置すること。また、特例監理技監理技術者補佐を専任で配置すること。また、特例監理技監理技術者補佐を専任で配置すること。また、特例監理技

術者が兼務要件を満たすことを確認できる次の資料を添付術者が兼務要件を満たすことを確認できる次の資料を添付術者が兼務要件を満たすことを確認できる次の資料を添付術者が兼務要件を満たすことを確認できる次の資料を添付

すること。すること。すること。すること。    

            ①①①①    特例監理技術者が兼務する工事のコリンズの写し特例監理技術者が兼務する工事のコリンズの写し特例監理技術者が兼務する工事のコリンズの写し特例監理技術者が兼務する工事のコリンズの写し    

            ②②②②    本工事と他工事の距離が確認できる資料本工事と他工事の距離が確認できる資料本工事と他工事の距離が確認できる資料本工事と他工事の距離が確認できる資料    

            ③③③③    業務分担、連絡体制等を記載した書類業務分担、連絡体制等を記載した書類業務分担、連絡体制等を記載した書類業務分担、連絡体制等を記載した書類    

  ４ 専任の主任技術者又は監理技術者の配置を要する工事

は、請負金額が 4,4,4,4,000000000000 万円万円万円万円（建築一式工事の場合 8,8,8,8,000000000000 万万万万

円円円円）以上のものである。 

６６６６ 省略 

  ７７７７    監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写しを以監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写しを以監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写しを以監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写しを以

下に貼付すること。主任技術者、監理技術者補佐、専門技下に貼付すること。主任技術者、監理技術者補佐、専門技下に貼付すること。主任技術者、監理技術者補佐、専門技下に貼付すること。主任技術者、監理技術者補佐、専門技

術者及び請負金額が術者及び請負金額が術者及び請負金額が術者及び請負金額が 8,0008,0008,0008,000 万円未満の建築一式工事で監理万円未満の建築一式工事で監理万円未満の建築一式工事で監理万円未満の建築一式工事で監理

技技技技            術者資格者証の交付を受けていない監理技術者に術者資格者証の交付を受けていない監理技術者に術者資格者証の交付を受けていない監理技術者に術者資格者証の交付を受けていない監理技術者に

あっては、次のものを添付すること。あっては、次のものを添付すること。あっては、次のものを添付すること。あっては、次のものを添付すること。    

            ①①①①    資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、免許資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、免許資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、免許資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、免許

証など）証など）証など）証など）    

            ②②②②    元請との雇用関係を証するものの写し（健康保険被保元請との雇用関係を証するものの写し（健康保険被保元請との雇用関係を証するものの写し（健康保険被保元請との雇用関係を証するものの写し（健康保険被保

険者証、住民税特別徴収税額通知書等）険者証、住民税特別徴収税額通知書等）険者証、住民税特別徴収税額通知書等）険者証、住民税特別徴収税額通知書等）    

        ８８８８    「営業所の専任技術者の氏名」は、山口県内にある建設「営業所の専任技術者の氏名」は、山口県内にある建設「営業所の専任技術者の氏名」は、山口県内にある建設「営業所の専任技術者の氏名」は、山口県内にある建設

業法上の営業所における専任技術者を全て記入すること。業法上の営業所における専任技術者を全て記入すること。業法上の営業所における専任技術者を全て記入すること。業法上の営業所における専任技術者を全て記入すること。    

 

 



裏面下表 

監理技術者資格者証の 

写し 

貼付欄貼付欄貼付欄貼付欄（表面・裏面とも）（表面・裏面とも）（表面・裏面とも）（表面・裏面とも）    

 

 

裏面下段の注書の部分 

注注注注    １１１１    監理技術者資格者証を有する主任技術者又は監理技術者監理技術者資格者証を有する主任技術者又は監理技術者監理技術者資格者証を有する主任技術者又は監理技術者監理技術者資格者証を有する主任技術者又は監理技術者

にあっては、上欄にその写しをにあっては、上欄にその写しをにあっては、上欄にその写しをにあっては、上欄にその写しを貼り付ける貼り付ける貼り付ける貼り付けること。また、有こと。また、有こと。また、有こと。また、有

さない主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐、さない主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐、さない主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐、さない主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐、                    

並びに専門技術者にあっては、次の書類を添付すること。並びに専門技術者にあっては、次の書類を添付すること。並びに専門技術者にあっては、次の書類を添付すること。並びに専門技術者にあっては、次の書類を添付すること。    

            ①①①①    資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、建築資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、建築資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、建築資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、建築

士免許証明書など）士免許証明書など）士免許証明書など）士免許証明書など）    

            ②②②②    元請との雇用関係を証するものの写し（住民税特別徴元請との雇用関係を証するものの写し（住民税特別徴元請との雇用関係を証するものの写し（住民税特別徴元請との雇用関係を証するものの写し（住民税特別徴

収税額通知書など）収税額通知書など）収税額通知書など）収税額通知書など）    

 

 

様式第２号 施工体制台帳 

表面 最下欄中央の部分 

削除削除削除削除    

 

 

表面 欄外 （記入要領）の部分 

7  監理技術者にあっては監理技術者資格者証の写しを、監理技術

裏面下表 

監理技術者資格者証の 

写し 

表面・裏面とも）表面・裏面とも）表面・裏面とも）表面・裏面とも）    

 

 

裏面下段の注書の部分 

注注注注    １１１１    監理技術者資格者証を有する主任技術者又は監理技術者監理技術者資格者証を有する主任技術者又は監理技術者監理技術者資格者証を有する主任技術者又は監理技術者監理技術者資格者証を有する主任技術者又は監理技術者

にあっては、上欄にその写しを張り付けること。また、有にあっては、上欄にその写しを張り付けること。また、有にあっては、上欄にその写しを張り付けること。また、有にあっては、上欄にその写しを張り付けること。また、有

さない主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐、さない主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐、さない主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐、さない主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐、                    

並びに専門技術者にあっては、次の書類を添付すること。並びに専門技術者にあっては、次の書類を添付すること。並びに専門技術者にあっては、次の書類を添付すること。並びに専門技術者にあっては、次の書類を添付すること。    

            ①①①①    資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、建築資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、建築資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、建築資格を証するものの写し（技術検定合格証明書、建築

士免許証明書など）士免許証明書など）士免許証明書など）士免許証明書など）    

                ②②②②    元請との雇用関係を証するものの写し（住民税特別徴元請との雇用関係を証するものの写し（住民税特別徴元請との雇用関係を証するものの写し（住民税特別徴元請との雇用関係を証するものの写し（住民税特別徴

収税額通知書など）収税額通知書など）収税額通知書など）収税額通知書など）    

 

 

様式第２号 施工体制台帳 

表面 最下欄中央の部分 

外国人建設就労者の外国人建設就労者の外国人建設就労者の外国人建設就労者の    

従事の状況（有無）従事の状況（有無）従事の状況（有無）従事の状況（有無）    

有有有有        無無無無    

 

表面 欄外 （記入要領）の部分 

7  監理技術者にあっては監理技術者資格者証の写しを、監理技術



者補佐、主任技術者、専門技術者及び請負金額が 9999,000,000,000,000 万円万円万円万円未

満の建築一式工事で監理技術者資格者証の交付を受けていない

監理技術者にあっては次のものを添付すること。 

 

裏面 最下欄中央の部分 

削除削除削除削除    

 

 

 

様式第３号 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 

左下の部分 

１次下請の総額 

一般 5,05,05,05,000000000 万円万円万円万円未満 

特定 5,05,05,05,000000000 万円万円万円万円以上 

注 建築一式工事にあって｢5555,,,,000000000000 万円万円万円万円｣は｢8888,000,000,000,000 万円万円万円万円｣に読み替

える。 

 

 

 

様式第４号 再下請負通知書 

表面 最下欄中央の部分 

  削除削除削除削除    

 

 

 

者補佐、主任技術者、専門技術者及び請負金額が 8888,000,000,000,000 万円万円万円万円未

満の建築一式工事で監理技術者資格者証の交付を受けていない

監理技術者にあっては次のものを添付すること。 

 

裏面 最下欄中央の部分 

外国人建設就労者の外国人建設就労者の外国人建設就労者の外国人建設就労者の    

従事の状況（有無）従事の状況（有無）従事の状況（有無）従事の状況（有無）    

有有有有        無無無無    

 

 

様式第３号 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 

左下の部分 

１次下請の総額 

一般 4,5004,5004,5004,500 万円万円万円万円未満 

特定 4,5004,5004,5004,500 万円万円万円万円以上 

注 建築一式工事にあって｢4,54,54,54,500000000 万円万円万円万円｣は｢7777,000,000,000,000 万円万円万円万円｣に読み替

える。 

 

 

様式第４号 再下請負通知書 

表面 最下欄中央の部分 

外国人建設就労者の外国人建設就労者の外国人建設就労者の外国人建設就労者の    

従事の状況（有無）従事の状況（有無）従事の状況（有無）従事の状況（有無）    

有有有有        無無無無    

 

 

 



裏面 最下欄中央の部分 

  削除削除削除削除    

 

 

 

様式第５号 工事現場における施工体制の点検票 

２点検内容 欄外※の部分 

※１ 主任技術者の専任制確認は請負金額が 4444,,,,555500000000 万円万円万円万円（建築一式

工事は 9999,000,000,000,000 万円万円万円万円）以上の場合実施 

ただし、公告等で専任が義務付けられている工事については

この限りでない 

 

 

別紙３ 施工体制台帳チェックリスト 

（元請に関する事項）の部分 

下請負代金 

下請負に付す総額が 5555,,,,000000000000 万円万円万円万円以上（建築一

式工事にあっては 8888,000,000,000,000 万円万円万円万円以上）になる場

合、特定建設業の許可はあるか。 

 

 

 

 

 

 

 

裏面 最下欄中央の部分 

外国人建設就労者の外国人建設就労者の外国人建設就労者の外国人建設就労者の    

従事の状況（有無）従事の状況（有無）従事の状況（有無）従事の状況（有無）    

有有有有        無無無無    

 

 

様式第５号 工事現場における施工体制の点検票 

２点検内容 欄外※の部分 

※１ 主任技術者の専任制確認は請負金額が 4,04,04,04,000000000 万円万円万円万円（建築一式

工事は 8,08,08,08,000000000 万円万円万円万円）以上の場合実施 

ただし、公告等で専任が義務付けられている工事については

この限りでない 

 

 

別紙３ 施工体制台帳チェックリスト 

（元請に関する事項）の部分 

下請負代金 

下請負に付す総額が 4,5004,5004,5004,500 万円万円万円万円以上（建築一

式工事にあっては 7,0007,0007,0007,000 万円万円万円万円以上）になる場

合、特定建設業の許可はあるか。 

 

 

 

 

 

 



（下請に関する事項）の部分 

下請負代金 

（省略） 

下請負に付す総額が 5,05,05,05,000000000 万円万円万円万円以上（建築一

式工事にあっては 8888,000,000,000,000 万円万円万円万円以上）になる場

合、特定建設業の許可はあるか。 

 

 

別記１ 施工体制台帳作成要領 

１自社（元請）に関すること 

（1）～（21）省略 

（（（（22222222））））削除削除削除削除    

  

（22222222）省略 

 

 

２下請負人に関する事項 

（1）～（16）省略 

 (17)(17)(17)(17)削除削除削除削除    

    

（17171717）省略 

 

別記２ 再下請負通知書作成要領 

１自社に関すること 

（1）～（17）省略 

（下請に関する事項）の部分 

下請負代金 

（省略） 

下請負に付す総額が 4,54,54,54,500000000 万円万円万円万円以上（建築一

式工事にあっては 7777,000,000,000,000 万円万円万円万円以上）になる場

合、特定建設業の許可はあるか。 

 

 

別記１ 施工体制台帳作成要領 

１自社（元請）に関すること 

（1）～（21）省略 

(22)(22)(22)(22)「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者

の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。    

 （23232323）省略 

 

 

２下請負人に関する事項 

（1）～（16）省略 

 (17)(17)(17)(17)「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者

の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。    

（18181818）省略 

 

別記２ 再下請負通知書作成要領 

１自社に関すること 

（1）～（17）省略 



（11118888）削除削除削除削除    

    

（11118888）省略 

２下請負人に関する事項 

（1）～（16）省略 

（（（（17171717））））削除削除削除削除    

    

（17171717）省略 

２ 下請負人に関する事項 

    

裏面 (1)資格を称する書面の例の部分 

②国家資格の合格又は免許の証明書(建設業法 15 条 2号ｲ)の事例等 

１級技術検定合格証明書 

１級建築士免許証明書証明書証明書証明書    

    

２級技術検定合格証明書 

２級建築士免許証明書証明書証明書証明書    

 

裏面 注書き部分 

３３３３    請負金額が請負金額が請負金額が請負金額が 8888,000,000,000,000 万円未満の建築一式工事で監理技術者資格者証の万円未満の建築一式工事で監理技術者資格者証の万円未満の建築一式工事で監理技術者資格者証の万円未満の建築一式工事で監理技術者資格者証の

交付を受けていない監理技術者は、交付を受けていない監理技術者は、交付を受けていない監理技術者は、交付を受けていない監理技術者は、②②②②からからからから⑥⑥⑥⑥までのいずれかの書類をまでのいずれかの書類をまでのいずれかの書類をまでのいずれかの書類を

提出すること。提出すること。提出すること。提出すること。    

    

    

(18)(18)(18)(18)「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者

の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。    

（19191919）省略 

２下請負人に関する事項 

（1）～（16）省略 

(17)(17)(17)(17)「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者「外国人建設就労者の従事の状況」欄は、外国人建設就労者

の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。の従事の有無を〇で囲むこと。    

（18181818）省略 

２ 下請負人に関する事項 

    

裏面(1)資格を称する書面の例の部分 

②国家資格の合格又は免許の証明書(建設業法 15 条 2号ｲ)の事例等 

１級技術検定合格証明書 

１級建築士免許証証証証            

 

２級技術検定合格証明書 

２級建築士免許証証証証            

 

裏面 注書き部分 

３３３３    請負金額が請負金額が請負金額が請負金額が 8888,000,000,000,000 万円未満の建築一式工事で監理技術者資格者証の万円未満の建築一式工事で監理技術者資格者証の万円未満の建築一式工事で監理技術者資格者証の万円未満の建築一式工事で監理技術者資格者証の

交付を受けていない監理技術者は、交付を受けていない監理技術者は、交付を受けていない監理技術者は、交付を受けていない監理技術者は、②②②②からからからから⑥⑥⑥⑥までのいずれかの書類をまでのいずれかの書類をまでのいずれかの書類をまでのいずれかの書類を

提出すること。提出すること。提出すること。提出すること。    

 

 



(2) 元請との雇用関係を証する書面の例注書き部分 

    

    

    

(2) 元請との雇用関係を証する書面の例注書き部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この要領は、令和７年２月１日から施行する。 


